
資料３－１ 

６水管第 2256 号 

令和６年 11 月１日 

水産政策審議会 会長 

    佐々木 貴文 殿 

農林水産大臣 小里 泰弘 

特定水産資源（さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流

系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたく

ちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部

・東シナ海系群）に関する令和７管理年度における漁獲可能量及びその当

初配分の案等について（諮問第 458 号） 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 15 条第１項の規定に基づき、特定水産資源（さ

んま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖

流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬

戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群）に関する令和７管理年度における

漁獲可能量等を別紙１のとおり定めたいので、同条第３項の規定に基づき、貴審議会

の意見を求める。 

また、さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群に関する令

和７管理年度における漁獲可能量の変更に係る留保からの配分及び数量の融通等につ

いて、別紙２の取扱いとしたいので、同条第６項において準用する同条第３項の規定

に基づき、併せて貴審議会の意見を求める。 
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○ 農 林 水 産 省 告 示 第 号 （ 別 紙 １ ）

漁 業 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 六 十 七 号 ） 第 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 さ ん ま 、 ま あ じ 、 ま い わ し

太 平 洋 系 群 、 ま い わ し 対 馬 暖 流 系 群 、 か た く ち い わ し 対 馬 暖 流 系 群 、 う る め い わ し 対 馬 暖 流 系 群 、 か た く ち

い わ し 太 平 洋 系 群 、 か た く ち い わ し 瀬 戸 内 海 系 群 及 び ま だ い 日 本 海 西 部 ・ 東 シ ナ 海 系 群 に 関 す る 令 和 七 管 理

年 度 に お け る 同 項 各 号 に 掲 げ る 数 量 を 次 の よ う に 定 め た の で 、 同 条 第 五 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 表

す る 。
令 和 年 月 日

農 林 水 産 大 臣 小 里 泰 弘
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さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめい

わし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シ

ナ海系群に関する令和７管理年度（令和７年１月１日から同年12月31日までの期間をいう。）における漁業

法（以下「法」という。）第15条第１項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 

第一 さんま 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

110,911トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 
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北海道 4,500 

岩手県 400 

宮城県 現行水準 

千葉県 現行水準 

石川県 現行水準 

静岡県 現行水準 

三重県 現行水準 

京都府 現行水準 

和歌山県 現行水準 

山口県 現行水準 

高知県 現行水準 

佐賀県 現行水準 

 

-
 
4
 
-
 

長崎県 現行水準 

 

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

さんま北太平洋さんま漁業（漁獲割当てによる

管理を行う管理区分） 

90,340 

さんま北太平洋さんま漁業（漁獲量の総量の管

理を行う管理区分） 

9,460 

さんまその他大臣許可漁業 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 
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第二 まあじ 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

145,000トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 

北海道 現行水準 

青森県 現行水準 

岩手県 現行水準 

宮城県 現行水準 

 

-
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-
 

秋田県 現行水準 

山形県 現行水準 

福島県 現行水準 

茨城県 現行水準 

千葉県 現行水準 

東京都 現行水準 

神奈川県 現行水準 

新潟県 現行水準 

富山県 現行水準 

石川県 現行水準 

福井県 現行水準 

静岡県 現行水準 
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愛知県 現行水準 

三重県 現行水準 

京都府 現行水準 

大阪府 現行水準 

兵庫県 現行水準 

和歌山県 現行水準 

鳥取県 現行水準 

島根県 13,600 

岡山県 現行水準 

広島県 現行水準 

山口県 2,400 

徳島県 現行水準 

 

-
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香川県 現行水準 

愛媛県 現行水準 

高知県 現行水準 

福岡県 現行水準 

佐賀県 現行水準 

長崎県 21,200 

熊本県 現行水準 

大分県 現行水準 

宮崎県 3,300 

鹿児島県 2,900 

 

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ
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れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

まあじ大中型まき網漁業 51,400 

まあじその他大臣許可漁業 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 

第三 まいわし太平洋系群 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

663,000トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

-
1
0
 
-

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 

北海道 21,100 

青森県 現行水準 

岩手県 12,000 

宮城県 32,600 

福島県 現行水準 

茨城県 現行水準 

千葉県 現行水準 

神奈川県 現行水準 

静岡県 現行水準 

愛知県 現行水準 

三重県 10,900 

7



-
1
1
 
-

大阪府 現行水準 

和歌山県 現行水準 

広島県 現行水準 

徳島県 現行水準 

香川県 現行水準 

愛媛県 現行水準 

高知県 現行水準 

大分県 現行水準 

宮崎県 9,300 

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

-
1
2
 
-

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

まいわし太平洋系群大中型まき網漁業（漁獲割

当てによる管理を行う管理区分） 

243,600 

まいわし太平洋系群大中型まき網漁業（漁獲量

の総量の管理を行う管理区分） 

192,400 

まいわし太平洋系群その他大臣許可漁業 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 

第四 まいわし対馬暖流系群 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

326,000トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ
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同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 

秋田県 現行水準 

山形県 現行水準 

新潟県 現行水準 

富山県 現行水準 

石川県 60,100 

福井県 現行水準 

京都府 現行水準 

兵庫県 現行水準 

島根県 115,900 

-
1
4
 
-

山口県 現行水準 

福岡県 現行水準 

佐賀県 現行水準 

長崎県 24,100 

熊本県 現行水準 

鹿児島県 3,600 

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

（単位：トン） 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 
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まいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業 30,400 

まいわし対馬暖流系群その他大臣許可漁業 現行の水準以上に漁獲量を増加させない。 

第五 かたくちいわし対馬暖流系群 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

50,000トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 

秋田県 50,000トンの内数 

新潟県 50,000トンの内数 

-
1
6
 
-

富山県 50,000トンの内数 

石川県 50,000トンの内数 

福井県 50,000トンの内数 

京都府 50,000トンの内数 

兵庫県 50,000トンの内数 

鳥取県 50,000トンの内数 

島根県 50,000トンの内数 

山口県 50,000トンの内数 

福岡県 50,000トンの内数 

佐賀県 50,000トンの内数 

長崎県 50,000トンの内数 

熊本県 50,000トンの内数 
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鹿児島県 50,000トンの内数 

 

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

かたくちいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業 50,000トンの内数 

かたくちいわし対馬暖流系群その他大臣許可漁

業 

50,000トンの内数 

 

第六 うるめいわし対馬暖流系群 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

46,000トン 

 

-
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二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 

秋田県 46,000トンの内数 

新潟県 46,000トンの内数 

富山県 46,000トンの内数 

石川県 46,000トンの内数 

福井県 46,000トンの内数 

京都府 46,000トンの内数 

兵庫県 46,000トンの内数 

島根県 46,000トンの内数 
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山口県 46,000トンの内数 

福岡県 46,000トンの内数 

佐賀県 46,000トンの内数 

長崎県 46,000トンの内数 

熊本県 46,000トンの内数 

鹿児島県 46,000トンの内数 

 

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

うるめいわし対馬暖流系群大中型まき網漁業 46,000トンの内数 

 

-
 
2
0
 
-
 

うるめいわし対馬暖流系群その他大臣許可漁業 46,000トンの内数 

 

第七 かたくちいわし太平洋系群 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

92,000トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 

北海道 92,000トンの内数 

青森県 92,000トンの内数 

岩手県 92,000トンの内数 
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宮城県 92,000トンの内数 

福島県 92,000トンの内数 

茨城県 92,000トンの内数 

千葉県 92,000トンの内数 

神奈川県 92,000トンの内数 

静岡県 92,000トンの内数 

愛知県 92,000トンの内数 

三重県 92,000トンの内数 

和歌山県 92,000トンの内数 

徳島県 92,000トンの内数 

愛媛県 92,000トンの内数 

高知県 92,000トンの内数 

 

-
 
2
2
 
-
 

大分県 92,000トンの内数 

宮崎県 92,000トンの内数 

 

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

かたくちいわし太平洋系群大中型まき網漁業 92,000トンの内数 

かたくちいわし太平洋系群その他大臣許可漁業 92,000トンの内数 

 

第八 かたくちいわし瀬戸内海系群 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

48,000トン 
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二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 

大阪府 48,000トンの内数 

兵庫県 48,000トンの内数 

和歌山県 48,000トンの内数 

岡山県 48,000トンの内数 

広島県 48,000トンの内数 

山口県 48,000トンの内数 

徳島県 48,000トンの内数 

香川県 48,000トンの内数 

 

-
 
2
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-
 

愛媛県 48,000トンの内数 

福岡県 48,000トンの内数 

大分県 48,000トンの内数 

 

第九 まだい日本海西部・東シナ海系群 

一 漁獲可能量（法第15条第１項第１号関係） 

5,900トン 

二 都道府県別漁獲可能量（法第15条第１項第２号関係） 

法第15条第１項第２号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ

同表の右欄に掲げる数量とする。 

都 道 府 県 都 道 府 県 別 漁 獲 可 能 量 

鳥取県 5,900トンの内数 
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島根県 5,900トンの内数 

山口県 5,900トンの内数 

福岡県 5,900トンの内数 

佐賀県 5,900トンの内数 

長崎県 5,900トンの内数 

熊本県 5,900トンの内数 

鹿児島県 5,900トンの内数 

 

三 大臣管理漁獲可能量（法第15条第１項第３号関係） 

法第15条第１項第３号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞ

れ同表の右欄に掲げる数量とする。 

大 臣 管 理 区 分 大 臣 管 理 漁 獲 可 能 量 

 

-
 
2
6
 
-
 

まだい日本海西部・東シナ海系群大中型まき網

漁業 

5,900トンの内数 

まだい日本海西部・東シナ海系群沖合底びき網

漁業及び以西底びき網漁業 

5,900トンの内数 

まだい日本海西部・東シナ海系群その他大臣許

可漁業 

5,900トンの内数 
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別紙２ 

- 1 - 
 

令和７管理年度における漁獲可能量の変更に係る留保からの配分及び数量の融通等について 

（さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群） 

 

１ 背 景 

これまで、さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群の漁獲可能量

の配分の変更のうち、行政庁の恣意性のない機械的な留保からの配分又は配分数量の変更

として、以下に該当する場合は、事前に水産政策審議会の意見を聴いた上で同意を得てお

き、事後報告で対応できるとされてきた。 

（１）さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群 

国の留保からの配分について、予め定めた計算方法（いわゆる「75％ルール」）に則

り、漁獲可能量の配分を変更する場合 

（２）さんま、まあじ、まいわし対馬暖流系群 

国の留保からの配分について、関係者間で配分量について合意形成があり、当該合意

に基づき漁獲可能量の配分を変更する場合 

（３）融通に伴う数量の変更 

都道府県間又は大臣管理区分と都道府県との間で、当事者間の合意により行う数量の

融通に伴い、漁獲可能量の配分を変更する場合 

（４）まいわし太平洋系群及びさんま 

漁獲割当管理区分と総量管理区分等との間における配分量未利用分の繰り入れや追

加配分に伴い、漁獲可能量の配分を変更する場合 

 

２ 今後の取扱い 

（１）上記１（１）に係る留保からの配分に関しては、資源管理基本方針の資源ごとの別

紙２（さんま（別紙２－４）、まあじ（別紙２－５）、まいわし太平洋系群（別紙２

－６）及びまいわし対馬暖流系群（別紙２－７））第６の４において、配分ルールを

規定しており、当該ルールに基づく配分に伴う数量の変更については、引き続き審議

会には事後報告で対応できることとする。 

（２）上記１（２）に係る留保からの配分に関しては、配分を受ける者の間で合意があっ

た場合には、配分に伴う数量の変更については、引き続き審議会には事後報告で対応

できることとする。 

（３）上記１（３）に係る漁獲可能量に係る都道府県間又は大臣管理区分と都道府県との間

での数量の融通のうち、当事者間の合意により行う融通に伴う数量の変更については、

引き続き審議会には事後報告で対応できることとする。 

（４）上記１（４）に係る漁獲可能量の配分を変更する場合については、引き続き審議会

には事後報告で対応できることとする。 
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３ 数量変更に伴う手続 

農林水産大臣は、変更した数量を遅滞なく公表する（漁業法第 15 条第６項において準用

する同条第５項）。また、都道府県別漁獲可能量を変更したときは、これを通知する（漁業

法第 15 条第６項において準用する同条第４項）。 

都道府県知事は、上記通知を受けたときは、漁業法第 16 条第５項の規定で準用する同条

第２項から第４項までの手続に則して知事管理漁獲可能量の変更を行う。 
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補⾜︓マイワシ太平洋系群の親⿂量の予測について

 マイワシ太平洋系群の令和７管理年度ＴＡＣとなる2025年のＡＢＣは、同年の資源量の予測
値と漁獲シナリオ（2025年はβ=1.30）から算定される。

 2025年の資源量の予測値（年齢別資源量予測値の合計）は、以下の工程を経て算定される。

ステップ１：主要港で集計した体長組成データ等を基に算出した2023年の年齢別の漁獲尾
数、自然死亡係数注１、資源調査で得た資源量の指標値注２から年齢別の資源量や漁獲の強
さを推定する（この推定方法のことをコホート解析又はＶＰＡという）。

ステップ２：2023年の年齢別資源量推定値から、ア）2024年の加入量は再生産関係からの
仮定値、イ）2023年の年齢別の漁獲の強さの仮定値、ウ）自然死亡係数を用いて、2024
年の年齢別の資源量を予測する。

ステップ３：2024年の年齢別資源量予測値から、ア）2025年の加入量は再生産関係からの
仮定値、イ）2024年の年齢別の漁獲の強さの仮定値、ウ）自然死亡係数を用いて、2025
年の年齢別の資源量を予測する。

 各年のＡＢＣ算定の基礎となった資源量の予測値は2025年に減少（2023年389.4万トン→2024
年389.4万トン→2025年267.8万トン）。これは、2022年以降、特に2023年の加入量の推定値
（漁獲開始年齢に達した資源量。この資源については、0歳魚の資源量。）が直近10年間の中で
は比較的少ないことと、2022年から2023年の漁獲の強さが高いことが原因と考えられている。

 なお、2024年の資源量の予測値が前年と同値であったにもかかわらず、2024年のＡＢＣが前
年より６%増加したのは、直近の親魚量が目標管理基準値を大きく上回っていることを踏まえ、
漁獲シナリオのβの値を変更（0.85→1.3）したことによるもの。

注１：自然要因を死亡原因とした資源量の減少率の仮定値。マイワシ太平洋系群は0.4を使用。
注２：推定された資源量と指標値が最も良く合うよう、漁獲の強さを調整する（チューニング VPA）。

（水産庁作成）

マイワシ太平洋系群の年齢別平均資源量（千トン）

2025202420232022202120202019201820172016

2,678 3,107 4,264 4,922 5,266 5,169 4,224 3,330 2,232 1,686 2024年度資源評価

2025202420232022202120202019201820172016

5,171 3,894 4,407 4,914 4,967 5,224 4,547 3,578 2,300 1,628 2023年度資源評価

2025202420232022202120202019201820172016

4,576 4,589 3,894 4,395 4,430 4,870 4,420 3,573 2,302 1,624 2022年度資源評価
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令和７管理年度（令和７年１月～令和７年 12 月）さんま 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

令和６年 11 月  

水 産 庁 

１ ＴＡＣ（変更案） 

110,911 トン 

設定の考え方 

令和７管理年度のＴＡＣについては、令和６年４月に開催された北太平洋漁業委員

会（ＮＰＦＣ）第８回年次会合で採択された保存管理措置を踏まえ、以下の考え方に基

づき、ＴＡＣを 110,911 トンに設定する。  

ただし、令和７年３月に開催を予定するＮＰＦＣ第９回年次会合で新たな保存管理

措置が採択された場合には、必要に応じてＴＡＣの変更を検討することとする。 

ＮＰＦＣの保存管理措置 我が国ＴＡＣ算定の考え方 

① 2024 年は、ＮＰＦＣ条約水域（公海）で

の漁獲可能量（ＴＡＣ）を 135,000 トン

に制限（分布域全体の年間漁獲量は

225,000 トンに抑制）。

② 日ロ両国は 200 海里水域内の漁獲量を

90,000 トン以内に抑えることで上記措置

に協力。

○日ロ両国の 200 海里水域内の過去

３年間（令和３年～令和５年）の我

が国漁船の漁獲シェアは、99.804％ 

○我が国漁船による日ロ両国の 200

海里水域内の漁獲量＝90,000 トン×

99.804％ 

＝89,824 トン（Ａ） 

③ 各国は公海での漁獲量を 2018 年の漁獲

実績の 45％に削減。

※沿岸国は、200 海里水域内における漁

獲上限の一部を公海での漁獲に振り替

え可能。

○我が国漁船による公海の漁獲量

＝46,859 トン（2018 年の漁獲実

績）

×45％＝ 21,087 トン（Ｂ）

○我が国の令和７管理年度ＴＡＣ

＝110,911 トン（Ａ＋Ｂ）
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（参考１）日ロ両国の 200 海里水域内の我が国漁船のシェアの算定根拠 

ＮＰＦＣ統計における 200 海里水域内の漁獲実績 単位：トン 

船籍 日本 韓国 ロシア 台湾 計 

2021 940 0 36 0 976 

2022 3,355 0 0 0 3,355 

2023 14,109 0 0 0 14,109 

計 18,404 0 36 0 18,440 

（Ａ） （Ｂ） 

（Ａ）／（Ｂ）＝99.804％ 

（参考２）さんまＴＡＣの推移 

単位：トン

特定水産資源 

R7 年 

(2025 年) 

(案) 

R6 年 

(2024 年) 

R5 年 

(2023 年) 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

R2 年 

(2020 年) 

さんま 110,911 
118,131 

(110,911) 

155,335 

(118,131) 
155,335 

264,000 

(155,335) 
264,000 

※括弧内は改定後の数字（期中改定があった場合）

（参考３）NPFC 統計における近年の主要国・地域のサンマ漁獲量の推移 単位：トン 

日本 韓国 ロシア 中国 台湾 バヌアツ 漁獲量合計 

2019 45,664 8,375 2,402 51,404 83,941 3,465 195,251 

2020 29,695 5,993 753 44,006 56,662 2,700 139,809 

2021 18,318 4,365 610 33,511 34,043 1,270 92,117 

2022 18,064 3,438 0 35,477 42,177 929 100,085 

2023 24,569 3,107 51 39,252 50,268 1,108 118,355 

２ 配分（案） 

（１）ＴＡＣの 10 パーセントを国の留保とする。

（２）過去３か年（令和２年から令和４年まで）の漁獲実績の比率に基づいて、大臣管

理漁業及び都道府県別に配分する。ただし、配分を受ける者の間で別途の合意があ

る場合には、当該合意による数量を用いて配分する。 

（３）配分量は別紙のとおり。

（４）来遊状況に応じ不足が生じた場合には留保から配分する。ただし、漁獲割当て

（ＩＱ）による管理を行う管理区分においては、一定の漁獲可能量を船舶ごとに割

り当てることにより資源管理の実効性を担保しつつ計画的な操業を可能とする漁獲

割当ての利点を損なわないため、留保からの事後的な配分の対象から除外するとと

もに、当初の配分において、留保から一定数量を上乗せ配分する。 
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（別紙）

数量（トン）

都道府県名 数量（トン）

大臣管理分

知事管理分

令和７管理年度さんま漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案）

特定水産資源 ＴＡＣ（トン）

さんま 110,911

留保（トン）
11,091
（5,891）

85,140
（90,340）

大臣管理区分

北太平洋さんま漁業
（漁獲割当てを行う管理区分）

注記

北海道 4,500

岩手県 400

北太平洋さんま漁業
（総量の管理を行う管理区分）

9,460

宮城県、千葉県、石川県、静岡県、

三重県、京都府、和歌山県、山口

県、高知県、佐賀県及び長崎県に

ついては、現行水準とする。
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令和７管理年度（令和７年１月～令和７年 12 月）まあじ 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

本資源については、従来から太平洋系群と対馬暖流系群に分けた資源評価が行われ

てきたが、資源評価における両系群の検討状況を踏まえ、それぞれの系群について、

令和２年９月に開催された資源管理方針に関する検討会で取りまとめられ、資源管理

基本方針別紙２－５に定められた漁獲シナリオで算定されたＡＢＣ（生物学的許容漁

獲量）の合計値をＴＡＣとする。 

（２）漁獲シナリオの概要

① 親魚量が令和 13 年度に、少なくとも 50％の確率で、目標管理基準値を上回るよ

う、漁獲圧力を調節する。 

② それぞれの系群について、当該管理年度の資源量に以下の漁獲圧力をかける。

ア 親魚量が限界管理基準値以上にある場合には、ＭＳＹ（最大持続生産量）を達成

する水準に調整係数（β：まあじ太平洋系群 0.8、まあじ対馬暖流系群 0.95）を

乗じた漁獲圧力とする。

イ 親魚量が限界管理基準値を下回るが、禁漁水準以上ある場合には、親魚量の値に

応じて上記アの漁獲圧力を更に削減した漁獲圧力とする。

ウ 親魚量が禁漁水準を下回る場合には、漁獲圧力をゼロとする（実際の管理におい

ては、その資源を目的とした採捕が禁止される）。

③ まあじ対馬暖流系群について、資源評価対象水域における外国による漁獲を考慮

するため、上記の漁獲圧力に加え、さらに 0.89 を乗じる。 

④ ②及び③により得られる値の合計値をＡＢＣとし、ＴＡＣは当該値を超えない量

とする。 

（３）令和７管理年度（令和７年１月１日～令和７年 12 月 31 日）のＴＡＣ（案）

（参考１）資源管理の目標 

１ まあじ太平洋系群

⑴ 目標管理基準値：60 千トン（ＭＳＹを達成する親魚量）

⑵ 限界管理基準値：15 千トン（ＭＳＹの 60 パーセントを達成する親魚量）

特定水産資源 ＴＡＣ 

まあじ 145,000 トン 

令和６年 11 月  

水 産 庁 
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２ まあじ対馬暖流系群

⑴ 目標管理基準値：254 千トン（ＭＳＹを達成する親魚量）

⑵ 限界管理基準値：107 千トン（ＭＳＹの 60 パーセントを達成する親魚量）

（参考２）まあじＴＡＣの推移 

単位：万トン 

（参考３）まあじの漁獲実績 

単位：万トン 

２ 配分（案） 

（１）ＴＡＣの 20 パーセントを国の留保とする。なお、留保には、国際交渉において

必要となる数量を含めるものとする。 

（２）過去３か年（令和２年から令和４年まで）の漁獲実績の比率に基づいて、大臣管

理漁業及び都道府県別に配分する。 

（３）配分量は別紙のとおり。

（４）来遊状況に応じ不足が生じた場合には留保から配分する。

（参考）令和６年 10 月時点で、以下に該当する留保からの追加配分及び融通については、

事前に水産政策審議会の了解を得て、審議会へは事後報告で対応できることとされ

ている 

（１）さんま、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば並びにするめいか

国の留保からの配分について、予め定めた計算方法（いわゆる「75％ルール」）に

則り、漁獲可能量の配分を変更する場合 

（２）さんま、まあじ、まいわし対馬暖流系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ

ナ海系群並びにずわいがに日本海系群Ａ海域

国の留保からの配分について、関係者間で配分量について合意形成があり、当該

合意に基づき漁獲可能量の配分を変更する場合 

（３）融通に伴う数量の変更

都道府県間又は大臣管理区分と都道府県との間で、当事者間の合意により行う数

量の融通に伴い、漁獲可能量の配分を変更する場合 

特定水産資源 
R7 年 

(案) 

R6 年 

(2024 年) 

R5 年 

(2023 年) 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

まあじ 14.5 16.7 15.2 15.6 15.1 

特定水産資源 
R5 年 

(2023 年) 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

R2 年 

(2020 年) 

R1 年 

(2019 年) 

まあじ 9.0 9.8 8.5 8.9 8.7 
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別紙

数量（トン）

都道府県名 数量（トン）

島根県 13,600

山口県 2,400

長崎県 21,200

宮崎県 3,300

鹿児島県 2,900

留保（トン）

大臣管理分

29,000

大臣管理区分

大中型まき網漁業 51,400

令和７管理年度まあじＴＡＣの設定及び配分について（案）

知事管理分

注記

特定水産資源

まあじ

ＴＡＣ（トン）

145,000

北海道、青森県、岩手県、宮城県、

秋田県、山形県、福島県、茨城県、

千葉県、東京都、神奈川県、新潟

県、富山県、石川県、福井県、静

岡県、愛知県、三重県、京都府、

大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取

県、岡山県、広島県、徳島県、香

川県、愛媛県、高知県、福岡県、

佐賀県、熊本県及び大分県につい

ては、現行水準とする。
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令和７管理年度（令和７年１月～12 月）まいわし太平洋系群 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

令和５年９月に開催された資源管理方針に関する検討会での取りまとめを踏まえ

て変更された、資源管理基本方針別紙２－６に定められた漁獲シナリオにより算定さ

れたＡＢＣ（生物学的許容漁獲量）をＴＡＣ（漁獲可能量）とする。 

（２）資源管理基本方針別紙２－６の漁獲シナリオの概要

① 親魚量が令和 13年に、少なくとも 50％の確率で、目標管理基準値（ＭＳＹ（最大

持続生産量）を達成するために必要な親魚量）を上回るよう、漁獲圧力を調節する。 

② 【令和６年から令和７年まで】直近の親魚量が目標管理基準値を大きく上回って

いることを踏まえ、当該管理年度の資源量に、ＭＳＹを達成する水準に調整係数（β）

1.3を乗じた漁獲圧力をかける。 

③ 【令和８年から令和 13 年まで】当該管理年度の資源量に以下の漁獲圧力をかけ

る。 

ア 親魚量が限界管理基準値以上にある場合には、ＭＳＹを達成する水準にβ＝0.85

を乗じた漁獲圧力とする。

イ 親魚量が限界管理基準値を下回るが、禁漁水準以上ある場合には、親魚量の値に

応じて上記アの漁獲圧力を更に削減した漁獲圧力とする。

ウ 親魚量が禁漁水準を下回る場合には、漁獲圧力をゼロとする（実際の管理におい

ては、その資源を目的とした採捕が禁止される）。

（３）令和７管理年度（令和７年１月１日～12月 31日）のＴＡＣ

（参考１）別紙２－６の資源管理の目標 

まいわし太平洋系群

⑴ 目標管理基準値：1,187千トン（ＭＳＹを達成する親魚量）

⑵ 限界管理基準値：487千トン（ＭＳＹの 60％を達成する親魚量）

特定水産資源 ＴＡＣ 

まいわし太平洋系群 663,000トン 

令和６年 11 月  

水 産 庁 
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（参考２）まいわし太平洋系群ＴＡＣの推移 

単位：万トン 

（参考３）まいわし太平洋系群の漁獲実績 

単位：万トン 

２ 配分（案） 

（１）ＴＡＣの 20％を国の留保とする。なお、留保には、国際交渉において必要となる

数量を含めるものとする。 

（２）過去３か年（令和２年から令和４年まで）の漁獲実績の比率に基づいて、大臣管

理区分及び都道府県別に配分する。 

（３）配分量は別紙のとおり。

（参考）以下に該当する留保からの追加配分及び融通については、事前に水産政策審議会

の了解を得ており、同審議会へは事後報告で対応できることとされている。 

（１）さんま、まあじ、まいわし、さば類及びするめいか

国の留保からの配分について、予め定めた計算方法（いわゆる「75％ルール」）に

則り、ＴＡＣの配分を変更する場合 

（２）融通に伴う数量の変更

都道府県間又は大臣管理区分と都道府県との間で、当事者間の合意により行う数

量の融通に伴い、ＴＡＣの配分を変更する場合 

特定水産資源 
R7年 

(案) 

R6年 

(2024年) 

R5年 

(2023年) 

R4年 

(2022年) 

R3年 

(2021年) 

まいわし太平洋系群 66.3 97.1 92.2 79.1  97.3 

特定水産資源 
R5年 

(2023年) 

R4年 

(2022年) 

R3年 

(2021年) 

R2年 

(2020年) 

R1年 

(2019年) 

まいわし太平洋系群 58.4 58.2 59.5 62.5 53.9 
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別紙

数量（トン）

※（）内は留保からIQ管理区分への上乗せ配分後の数字

都道府県名 数量（トン）

北海道 21,100

岩手県 12,000

宮城県 32,600

三重県 10,900

宮崎県 9,300

※（）内は留保からIQ管理区分への上乗せ配分後の数字

大臣管理分

大臣管理区分

大中型まき網漁業
（漁獲割当て（IQ）を行う管理区分）

216,500
（243,600）

大中型まき網漁業
（総量の管理を行う管理区分）

192,400

知事管理分

注記

留保（トン）
132,600

（105,500）

令和７管理年度まいわし太平洋系群漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案）

特定水産資源 ＴＡＣ（トン）

まいわし太平洋系群 663,000

青森県、福島県、茨城県、千葉

県、神奈川県、静岡県、愛知県、

大阪府、和歌山県、広島県、徳

島県、香川県、愛媛県、高知県

及び大分県については、現行水

準とする。
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令和７管理年度（令和７年１月～令和７年 12 月）まいわし対馬暖流系群 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

令和２年９月に開催された資源管理方針に関する検討会での取りまとめを踏まえ、

資源管理基本方針別紙２－７に定められた漁獲シナリオで算定されたＡＢＣ（生物学

的許容漁獲量）をＴＡＣとする。 

（２）漁獲シナリオの概要

① 親魚量が令和 13 年度に、少なくとも 50％の確率で、目標管理基準値を上回るよ

う、漁獲圧力を調節する。 

② 【令和３年度から令和５年度まで】当該管理年度の資源量に、ＭＳＹ（最大持続

生産量）を達成する水準に 0.8 を乗じた漁獲圧力をかける。 

③ 【令和６年度から令和 13 年度まで】当該管理年度の資源量に以下の漁獲圧力をか

ける。

ア 親魚量が限界管理基準値以上にある場合には、ＭＳＹを達成する水準に調整係数

（β：0.75）を乗じた漁獲圧力とする。

イ 親魚量が限界管理基準値を下回るが、禁漁水準以上ある場合には、親魚量の値に

応じて上記アの漁獲圧力を更に削減した漁獲圧力とする。

ウ 親魚量が禁漁水準を下回る場合には、漁獲圧力をゼロとする（実際の管理におい

ては、その資源を目的とした採捕が禁止される）。

④ ②又は③により得られる値をＡＢＣとし、ＴＡＣは当該値を超えない量とする。

（３）令和７管理年度（令和７年１月１日～令和７年 12 月 31 日）のＴＡＣ（案）

特定水産資源 ＴＡＣ 

まいわし対馬暖流系群 326,000 トン 

令和６年 11 月  

水 産 庁 
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（参考１）資源管理の目標 

まいわし対馬暖流系群

⑴ 目標管理基準値：1,093 千トン（ＭＳＹを達成する親魚量）

⑵ 限界管理基準値：465 千トン（ＭＳＹの 60 パーセントを達成する親魚量）

（参考２）まいわし対馬暖流系群ＴＡＣの推移 

単位：万トン 

（参考３）まいわし対馬暖流系群の漁獲実績 

単位：万トン 

２ 配分（案） 

（１）ＴＡＣの 20 パーセントを国の留保とする。なお、留保には、国際交渉において

必要となる数量を含めるものとする。 

（２）過去３か年（令和２年から令和４年まで）の漁獲実績の比率に基づいて、大臣管

理漁業及び都道府県別に配分する。 

（３）配分量は別紙のとおり。

（４）来遊状況に応じ不足が生じた場合には留保から配分する。

（参考）令和６年 10 月時点で、以下に該当する留保からの追加配分及び融通については、

事前に水産政策審議会の了解を得て、審議会へは事後報告で対応できることとされ

ている 

（１）さんま、まあじ、まいわし、まさば及びごまさば並びにするめいか

国の留保からの配分について、予め定めた計算方法（いわゆる「75％ルール」）に

則り、漁獲可能量の配分を変更する場合 

（２）さんま、まあじ、まいわし対馬暖流系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シ

ナ海系群並びにずわいがに日本海系群Ａ海域

国の留保からの配分について、関係者間で配分量について合意形成があり、当該

合意に基づき漁獲可能量の配分を変更する場合 

（３）融通に伴う数量の変更

都道府県間又は大臣管理区分と都道府県との間で、当事者間の合意により行う数

量の融通に伴い、漁獲可能量の配分を変更する場合 

特定水産資源 
R7 年 

(案) 

R6 年 

(2024 年) 

R5 年 

(2023 年) 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

まいわし対馬暖流系群 32.6 22.2 14.3 9.7 7.7 

特定水産資源 
R5 年 

(2023 年) 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

R2 年 

(2020 年) 

R1 年 

(2019 年) 

まいわし対馬暖流系群 11.2 6.9 5.5 7.0 1.3 
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別紙

数量（トン）

都道府県名 数量（トン）

石川県 60,100

島根県 115,900

長崎県 24,100

鹿児島県 3,600

知事管理分

令和７管理年度まいわし対馬暖流系群ＴＡＣの設定及び配分について（案）

特定水産資源 ＴＡＣ（トン）

まいわし対馬暖流系群 326,000

大臣管理分

大臣管理区分

大中型まき網漁業 30,400

注記

留保（トン） 65,200

秋田県、山形県、新潟県、富山

県、福井県、京都府、兵庫県、

山口県、福岡県、佐賀県及び熊

本県については、現行水準とす

る。
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令和７管理年度（令和７年１月～令和７年 12 月）かたくちいわし対馬暖流系群 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

令和５年２月に開催された資源管理方針に関する検討会での取りまとめを踏まえ、

下記の漁獲シナリオで算定されたＡＢＣ（生物学的許容漁獲量）をＴＡＣとする。 

（２）漁獲シナリオの概要

① 親魚量が令和 16 年度（2034 年度）に、少なくとも 50％の確率で、目標管理基

準値（０歳及び１歳魚のＭＳＹ（最大持続生産量）を達成するために必要な親魚 

量）を上回るよう、漁獲圧力を調節する。 

② 当該管理年度の資源量に以下の漁獲圧力をかける。

ア 親魚量が限界管理基準値以上にある場合には、０歳及び１歳魚のＭＳＹを達

成する水準に調整係数（β：0.9）を乗じた漁獲圧力とする。 

イ 親魚量が限界管理基準値を下回るが、禁漁水準以上ある場合には、親魚量の

値に応じて上記アの漁獲圧力を更に削減した漁獲圧力とする。 

ウ 親魚量が禁漁水準を下回る場合には、漁獲圧力をゼロとする（実際の管理に

おいては、その資源を目的とした採捕が禁止される）。 

③ ②により得られる値をＡＢＣとし、ＴＡＣは当該値を超えない量とする。

※ なお、ステップ１・２では、漁業法第 33 条に基づく採捕の停止等の命令は行わ

ないこととしている。

（３）令和７管理年度（令和７年１月１日～令和７年 12 月 31 日）（ステップ１）の

ＴＡＣ（案） 

参考：令和６管理年度 77,000 トン 

（参考１）資源管理の目標

⑴ 目標管理基準値：68 千トン（０歳及び１歳魚のＭＳＹを達成するために必要な親魚量）

⑵ 限界管理基準値：32 千トン（ＭＳＹの 60 パーセントを達成する親魚量）

⑶ 禁漁水準値：４千トン（ＭＳＹの 10 パーセントが得られる親魚量）

特定水産資源 ＴＡＣ 

かたくちいわし対馬暖流系群 

（体色が銀色のもの） 
50,000 トン 

令和６年 11 月  

水 産 庁  
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（参考２）かたくちいわし対馬暖流系群の漁獲実績 

単位：万トン 

（出典：農林水産統計より水産庁作成） 

２ 配分（案） 

都道府県別ＴＡＣ及び大臣管理ＴＡＣについては、別紙のとおり、具体的な配分数量は

設定せず、ＴＡＣの内数として設定することとする。なお、都道府県及び大臣管理区分に

おける管理を行う際の参考となる数量を提示する。 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

R2 年 

(2020 年) 

R1 年 

(2019 年) 

H30 年 

(2018 年) 

かたくちいわし対馬暖流系群 3.8 4.1 4.6 5.6 4.8 
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別紙

数量（トン）

数量（トン）

50,000トンの内数

都道府県名

知事管理分

令和７管理年度かたくちいわし対馬暖流系群ＴＡＣの設定について（案）

特定水産資源 ＴＡＣ（トン）

かたくちいわし対馬暖流系群 50,000

大臣管理分

大臣管理区分

大中型まき網漁業 50,000トンの内数

秋田県、新潟県、富山県、石川県、福

井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根

県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、

熊本県及び鹿児島県
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（参考） 

資源管理基本⽅針別紙２−39 かたくちいわし対⾺暖流系群（抄） 
 
第９ その他資源管理に関する重要事項 
１ 本則第１の２(5)①のステップ１を令和６管理年度から開始する。同(5)②の
ステップ２は、令和７管理年度から開始することを想定し、令和７管理年度中に
ステップ１及びステップ２の取組内容について⼗分な進展があった場合に、令
和８管理年度から同(5)④のステップ３を開始することを⽬指す。 
 
２ 本資源の再⽣産関係に鑑みて⽐較的⾼い⽔準の加⼊があったと考えられる
場合の漁獲可能量の追加等に係る規定について検討を⾏い、ステップ２の開始
までに結論を得る。 
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令和７管理年度（令和７年１月～令和７年 12 月）うるめいわし対馬暖流系群 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

令和５年２月に開催された資源管理方針に関する検討会での取りまとめを踏まえ、

下記の漁獲シナリオで算定されたＡＢＣ（生物学的許容漁獲量）をＴＡＣとする。 

（２）漁獲シナリオの概要

① 親魚量が令和 16 年度（2034 年度）に、少なくとも 50％の確率で、目標管理基

準値（ＭＳＹ（最大持続生産量）を達成するために必要な親魚量）を上回るよう、 

漁獲圧力を調節する。 

② 当該管理年度の資源量に以下の漁獲圧力をかける。

ア 親魚量が限界管理基準値以上にある場合には、ＭＳＹを達成する水準に調整

係数（β：0.8）を乗じた漁獲圧力とする。 

イ 親魚量が限界管理基準値を下回るが、禁漁水準以上ある場合には、親魚量の

値に応じて上記アの漁獲圧力を更に削減した漁獲圧力とする。 

ウ 親魚量が禁漁水準を下回る場合には、漁獲圧力をゼロとする（実際の管理に

おいては、その資源を目的とした採捕が禁止される）。 

③ ②により得られる値をＡＢＣとし、ＴＡＣは当該値を超えない量とする。

※ なお、ステップ１・２では、漁業法第 33 条に基づく採捕の停止等の命令は行わ

ないこととしている。

（３）令和７管理年度（令和７年１月１日～令和７年 12 月 31 日）（ステップ１）の

ＴＡＣ（案） 

参考：令和６管理年度 44,000 トン 

（参考１）資源管理の目標

⑴ 目標管理基準値：54 千トン（ＭＳＹを達成するために必要な親魚量）

⑵ 限界管理基準値：18 千トン（ＭＳＹの 60 パーセントを達成する親魚量）

⑶ 禁漁水準値：２千トン（ＭＳＹの 10 パーセントが得られる親魚量）

特定水産資源 ＴＡＣ 

うるめいわし対馬暖流系群 46,000 トン 

令和６年 11 月  

水 産 庁 
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（参考２）うるめいわし対馬暖流系群の漁獲実績 

単位：万トン 

（出典：農林水産統計より水産庁作成） 

２ 配分（案） 

都道府県別ＴＡＣ及び大臣管理ＴＡＣについて、別紙のとおり、具体的な配分数量は

設定せず、漁獲可能量の内数として設定することとする。なお、都道府県及び大臣管理

区分における管理を行う際の参考となる数量を提示する。 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

R2 年 

(2020 年) 

R1 年 

(2019 年) 

H30 年 

(2018 年) 

うるめいわし対馬暖流系群 4.2 3.4 1.9 3.5 3.1 
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別紙

数量（トン）

都道府県名 数量（トン）

46,000トンの内数

知事管理分

令和７管理年度うるめいわし対馬暖流系群ＴＡＣの設定について（案）

特定水産資源 ＴＡＣ（トン）

うるめいわし対馬暖流系群 46,000

大臣管理分

大臣管理区分

大中型まき網漁業 46,000トンの内数

秋田県、新潟県、富山県、石川県、福

井県、京都府、兵庫県、島根県、山口

県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県

及び鹿児島県
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（参考） 

資源管理基本⽅針別紙２−40 うるめいわし対⾺暖流系群（抄） 
 
第９ その他資源管理に関する重要事項 
１ 本則第１の２(5)①のステップ１を令和６管理年度から開始する。同(5)②の
ステップ２は、令和７管理年度から開始することを想定し、令和７管理年度中に
ステップ１及びステップ２の取組内容について⼗分な進展があった場合に、令
和８管理年度から同(5)④のステップ３を開始することを⽬指す。 
 
２ 本資源の再⽣産関係に鑑みて⽐較的⾼い⽔準の加⼊があったと考えられる
場合の漁獲可能量の追加等に係る規定について検討を⾏い、ステップ２の開始
までに結論を得る。 
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令和７管理年度（令和７年１月～12月）かたくちいわし太平洋系群 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

令和６年４月に開催された資源管理方針に関する検討会での取りまとめを踏まえ、下

記の漁獲シナリオで算定されたＡＢＣ（生物学的許容漁獲量）をＴＡＣ（漁獲可能量）

とする。  

（２）漁獲シナリオの概要

① 親魚量が令和 17 年（2035 年）に、少なくとも 50％の確率で、目標管理基準値

（ＭＳＹ（最大持続生産量）を達成するために必要な親魚量）を上回るよう、漁獲

圧力を調節する。

② 当該管理年度の資源量に以下の漁獲圧力をかける。

ア 親魚量が限界管理基準値以上にある場合には、ＭＳＹを達成する水準に調整係数

（β＝0.9）を乗じた漁獲圧力とする。

イ 親魚量が限界管理基準値を下回るが、禁漁水準以上ある場合には、親魚量の値に

応じて上記アの漁獲圧力を更に削減した漁獲圧力とする。

ウ 親魚量が禁漁水準を下回る場合には、漁獲圧力をゼロとする（実際の管理におい

ては、その資源を目的とした採捕が禁止される）。

※ なお、ステップ１・２では、漁業法第 33 条に基づく採捕の停止等の命令は行わ

ないこととしている

（３）令和７管理年度（令和７年１月１日～12 月 31 日）（ステップ１）のＴＡＣ（案）

ＴＡＣ 

かたくちいわし太平洋系群 

（体色が銀色のもの） 
92,000 トン 

（参考１）資源管理の目標  

(1) 目標管理基準値：112 千トン（ＭＳＹを達成するために必要な親魚量）

(2) 限界管理基準値：28 千トン（ＭＳＹの 60 パーセントを達成する親魚量）

(3) 禁漁水準値：3千トン（ＭＳＹの 10 パーセントが得られる親魚量）

令和６年 11 月  

水 産 庁 
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（参考２）かたくちいわし太平洋系群の漁獲実績 

単位：万トン 

（出典：農林水産統計より水産庁作成） 

 

 

２ 配分（案） 

  都道府県別ＴＡＣ及び大臣管理区分ＴＡＣについては、別紙のとおり、具体的な配分数量

は設定せず、ＴＡＣの内数として設定することとする。なお、都道府県及び大臣管理区分に

おける管理を行う際の参考となる数量を提示する。 

 

 R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

R2 年 

(2020 年) 

R1 年 

(2019 年) 

H30 年 

（2018 年） 

かたくちいわし太平洋系群 4.0 4.2 5.8 4.6 3.0 
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別紙

数量（トン）

知事管理分

令和７管理年度かたくちいわし太平洋系群漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定について（案）

ＴＡＣ（トン）

かたくちいわし太平洋系群 92,000

大臣管理分

大臣管理区分

大中型まき網漁業 92,000トンの内数

都道府県名 数量（トン）

92,000トンの内数

北海道、青森県、岩手県、宮城県、福

島県、茨城県、千葉県、神奈川県、静

岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳

島県、愛媛県、高知県、大分県及び宮

崎県
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令和７管理年度（令和７年１月～12 月）かたくちいわし瀬戸内海系群 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

令和６年５月に開催された資源管理方針に関する検討会での取りまとめを踏まえ、下

記の漁獲シナリオで算定されたＡＢＣ（生物学的許容漁獲量）をＴＡＣ（漁獲可能量）

とする。 

（２）漁獲シナリオの概要

① 親魚量が令和 17 年（2035 年）に、少なくとも 50％の確率で、目標管理基準値（Ｍ

ＳＹ（最大持続生産量）を達成するために必要な親魚量）を上回るよう、漁獲圧力

を調節する。

② 当該管理年度の資源量に以下の漁獲圧力をかける。

ア 親魚量が限界管理基準値以上にある場合には、ＭＳＹを達成する水準に調整係数

（β＝0.8）を乗じた漁獲圧力とする。

イ 親魚量が限界管理基準値を下回るが、禁漁水準以上ある場合には、親魚量の値に

応じて上記アの漁獲圧力を更に削減した漁獲圧力とする。

ウ 親魚量が禁漁水準を下回る場合には、漁獲圧力をゼロとする（実際の管理におい

ては、その資源を目的とした採捕が禁止される）。

※ なお、ステップ１・２では、漁業法第 33 条に基づく採捕の停止等の命令は行わ

ないこととしている

（３）令和７管理年度（令和７年１月１日～12 月 31 日）（ステップ１）のＴＡＣ（案）

ＴＡＣ 

かたくちいわし瀬戸内海系群 
（体色が銀色のもの） 

48,000 トン 

（参考１）資源管理の目標  

(1) 目標管理基準値：43 千トン（ＭＳＹを達成するために必要な親魚量）

(2) 限界管理基準値：17 千トン（ＭＳＹの 60 パーセントを達成する親魚量）

(3) 禁漁水準値：2千トン（ＭＳＹの 10 パーセントが得られる親魚量）

（参考２）かたくちいわし瀬戸内海系群の漁獲実績 

単位：万トン 

（出典：農林水産統計より水産庁作成） 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

R2 年 

(2020 年) 

R1 年 

(2019 年) 

H30 年 

（2018 年） 

かたくちいわし瀬戸内海系群 4.5 3.6 4.1 3.2 3.8 

令和６年 11 月  

水 産 庁 
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２ 配分（案） 

  都道府県別ＴＡＣについては、別紙のとおり、具体的な配分数量は設定せず、ＴＡＣの内

数として設定することとする。なお、都道府県における管理を行う際の参考となる数量を提

示する。 
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別紙

都道府県名 数量（トン）

48,000トンの内数

知事管理分

令和７管理年度かたくちいわし瀬戸内海系群漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定について（案）

ＴＡＣ（トン）

かたくちいわし瀬戸内海系群 48,000

大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山

県、

広島県、山口県、徳島県、香川県、

愛媛県、福岡県及び大分県
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令和７管理年度（令和７年１月～令和７年 12 月） 

まだい日本海西部・東シナ海系群 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

令和６年３月に開催された資源管理方針に関する検討会での取りまとめを踏まえ、

下記の漁獲シナリオで算定されたＡＢＣ（生物学的許容漁獲量）をＴＡＣとする。 

（２）漁獲シナリオの概要

① 種苗放流を想定した資源評価に基づき、親魚量が令和 17 年度（2035 年度）に、

少なくとも 50％の確率で、暫定目標管理基準値（１歳から６歳魚のＭＳＹを達成 

するために必要な親魚量）を上回るよう、漁獲圧力を調節する。 

② 当該管理年度の資源量に以下の漁獲圧力をかける。

ア 親魚量が限界管理基準値以上にある場合には、１歳から６歳魚のＭＳＹを達

成する水準に調整係数（β：1.0）を乗じた漁獲圧力とする。 

イ 親魚量が限界管理基準値を下回るが、禁漁水準以上ある場合には、親魚量の

値に応じて上記アの漁獲圧力を更に削減した漁獲圧力とする。 

ウ 親魚量が禁漁水準を下回る場合には、漁獲圧力をゼロとする（実際の管理に

おいては、その資源を目的とした採捕が禁止される）。 

③ ②により得られる値をＡＢＣとし、ＴＡＣは当該値を超えない量とする。

※ なお、ステップ１・２では、漁業法第 33 条に基づく採捕の停止等の命令は行わ

ないこととしている。

（３）令和７管理年度（令和７年１月１日～令和７年 12 月 31 日）（ステップ１）の

ＴＡＣ（案） 

（参考１）資源管理の目標

⑴ 目標管理基準値：39.3 千トン（ＭＳＹを達成するために必要な親魚量）

⑵ 暫定目標管理基準値：13.1 千トン（１歳から６歳魚のＭＳＹを達成するために必要な親魚量）

⑶ 限界管理基準値：9.0 千トン（ＭＳＹの 60 パーセントを達成する親魚量）

⑷ 禁漁水準値：1.4 千トン（ＭＳＹの 10 パーセントが得られる親魚量）

特定水産資源 ＴＡＣ 

まだい日本海西部・東シナ海系群 5,900 トン 

令和６年 11 月  

水 産 庁 
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（参考２）まだい日本海西部・東シナ海系群の漁獲実績 

単位：千トン 

（出典：農林水産統計より水産庁作成） 

２ 配分（案） 

都道府県別ＴＡＣ及び大臣管理ＴＡＣについて、別紙のとおり、具体的な配分数量は

設定せず、漁獲可能量の内数として設定することとする。なお、都道府県及び大臣管理

区分における管理を行う際の参考となる数量を提示する。 

R4 年 

(2022 年) 

R3 年 

(2021 年) 

R2 年 

(2020 年) 

R1 年 

(2019 年) 

H30 年 

(2018 年) 

まだい日本海西部・東シナ海

系群 
5.1 5.2 5.9 6.7 6.6 
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別紙

数量（トン）

都道府県名 数量（トン）

5,900トンの内数

知事管理分

令和７管理年度まだい日本海西部・東シナ海系群ＴＡＣの設定について（案）

特定水産資源 ＴＡＣ（トン）

まだい日本海西部・東シナ海系群 5,900

沖合底びき網漁業及び
以西底びき網漁業

5,900トンの内数

大臣管理分

大臣管理区分

大中型まき網漁業 5,900トンの内数

鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐

賀県、長崎県、熊本県及び鹿児島県
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- 1 -

令和６～８管理年度の漁獲可能量（ＴＡＣ）の配分シェアの算出について

令 和 ６ 年 11月

資源管理推進室

１ 背景等

 漁獲可能量（ＴＡＣ）を都道府県及び大臣管理区分へ配分する際の配分シェア

については、直近３か年の漁獲実績シェアの平均値（以下「基本シェア」という。）

を算出し、これを３か年（管理年度）にわたって用いることを基本としている。

 特定水産資源である、さんま、まあじ、まいわし全資源、すけとうだら全資源、

するめいか、まさば及びごまさば全資源並びにずわいがに全資源のうち、

（ア）するめいか以外の特定水産資源については、令和３～５管理年度のＴＡ

Ｃ設定に当たり、直近３か年（平成２９年～令和元年）のデータを用いて、 
（イ）するめいかについては、令和４～６管理年度のＴＡＣ設定に当たり、直

近３か年（平成３０年～令和２年）のデータを用いて、

基本シェアの算出を行っているところである。

上記のうち（ア）するめいか以外の特定水産資源については、令和６～８管理

年度のＴＡＣの配分にあたって基本シェアを更新する必要があることから、以下

の考え方に基づき、算出することとしたい。

２ 基本シェアの算出

（１）令和２年から令和４年までの過去３カ年の漁獲実績（暦年）を用いる。

（２）漁獲実績については都道府県、大臣管理区分ともにＴＡＣ報告を用いる。

ただし、令和２年の都道府県の漁獲実績については農林水産省漁業・養殖業

生産統計（以下「農林水産統計」という。）の漁獲量とＴＡＣ報告を比較し、

多い方を用いる。また、令和３～令和５管理年度にＴＡＣの配分がなかった

都道府県は、農林水産統計の漁獲量を用いることとする。（末尾の参考参照） 
（３）上記の基本シェアの算定に用いる期間に漁獲可能量を超過した数量につい

ては、漁獲実績に算入しない。

（４）上記の漁獲実績データを用いて、我が国全体の漁獲実績に対する比率（小

数点以下２桁（％））を年毎に算出し、その３か年の単純平均（小数点以下

２桁（％））を配分の際の基本シェアとする。

３ ＴＡＣの配分方法について

（１）上記２（４）で求めた基本シェアを用いて、ＴＡＣを都道府県及び大臣管

理区分へ比例配分することを基本とする。

（２）ただし、数量を明示する管理区分間に漁業実態等を踏まえた別途の合意が

ある場合には、それを尊重し、当該合意による数値を用いて配分数量を算出

する。
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（３）また、個々の具体的配分数量については、（１）又は（２）で算定した数

量の１００トン未満を切り上げた数量（すけとうだら全資源にあっては１０

の位を四捨五入した数量、すわいがに全資源にあっては０．１の位を四捨五

入した数量）を用いる。

（４）ただし、資源管理基本方針（第５の３）に基づき配分数量を明示しない都

道府県については、以下の①、②又は③に該当する場合に応じて、それぞれ

に掲げる方法により行うこととする。

①漁獲実績（過去３年平均値をいう。以下同じ。）が１トン以上の都道府県

「現行水準」による配分とし、この場合においては、基本シェアによる比

例配分で算定された数量を目安数量として示すこととする。この場合で、

当該目安数量が１０トン未満の場合は「１０トン未満」、１０トン以上５

０トン未満の場合は「５０トン未満」、５０トン以上１００トン未満の場

合は「１００トン未満」として示す（ずわいがに全系群を除く）。

②漁獲実績が１トン未満の都道府県

「現行水準」による配分とし、目安数量として「１０トン未満」とする。

ただし、過去の水試等のデータに基づいて、漁獲実績がない（かつ、今後

も漁獲が見込まれない）と都道府県として判断する場合には、配分を行わ

ないこととする（ずわいがに全系群を除く）。

③ずわいがに全系群については、「現行水準」による配分とし、この場合に

おいては、基本シェアによる比例配分で算定された数量を目安数量として

示すこととする。

この場合で、当該目安数量が１トン未満の場合は「１トン未満」として

示す。ただし、過去の水試等のデータに基づいて、漁獲実績がない（かつ、

今後も漁獲が見込まれない）と都道府県として判断する場合には、配分を

行わないこととする。

４ その他

するめいかについては、令和７～８管理年度のＴＡＣ配分にあたって基本シェ

アの更新を行う。

（以 上）
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（参考）

基本シェア計算に用いる漁獲実績の一覧

※配分シェアの算出については、改正漁業法の施行前は従前の方法によるものとし、

施行後はＴＡＣ報告を用いることを基本とする。

配分があった都道府県 大臣管理区分
配分がなかった都道

府県

令和２年

農林水産統計（確報）

またはＴＡＣ報告のうち、

多い方

ＴＡＣ報告 農林水産統計（確報） 

令和３年 ＴＡＣ報告 ＴＡＣ報告 農林水産統計（確報） 

令和４年 ＴＡＣ報告 ＴＡＣ報告 農林水産統計（概数） 
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